
平成 27 年  5 月 18 日

北海道選挙管理委員会委員長　　高　橋　一　史　　  　

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

政治結社憂國義人會 伊藤　功見 伊藤　功見 札幌市白石区北郷８条８丁目９－１ 事務局

今野宏後援会 大山　義広 今野　宏 芦別市北５条西３丁目１２番地 空知支所

まるやま文靖後援会 小野寺　清吉 金刺　克弘 美唄市南美唄町中央通り１丁目 同

若い世代が安心して家庭を築ける岩見沢

をめざす会

西方　洋昭 南原　孝之 岩見沢市志文町９９５番地３２ 同

明日のるすつを考える会 中村　裕明 池田　幸一 虻田郡留寿都村字泉川３５－２６ 後志支所

前田直久後援会 前田　直久 前田　直久 岩内郡岩内町字野束４４２番地６ 同

野田省一後援会 野田　省一 野田　良子 勇払郡むかわ町穂別５７番地１ 胆振支所

金山勇夫後援会 廣田　信義 久保　保 浦河郡浦河町堺町西２丁目１６番４１号 日高支所

小澤えいつぐ後援会 高橋　大志 奥野　茂 亀田郡七飯町字峠下３２９－３ 渡島支所

かねた知己後援会 浮田　栄 井田　眞智子 山越郡長万部町字長万部３１番地 同

小林信雄後援会 平野　春夫 室橋　昌利 同　　八雲町立岩３８２番地 同

長岡輝仁後援会 谷内　藤之助 乳井　松雄 茅部郡森町字駒ヶ岳１０１－１ 同

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第2項の規定により、次の政治団体は、平成27年4月1日以降は、同法第8条の規定の適用に

ついては同法第6条第1項の規定による届出をしていないものとみなされたので、同法第17条第3項の規定に基づき、その名称等を次のとおり

公表する。



はせ秀之後援会 児玉　忠一 山本　新太郎 北斗市谷好４－２－２０ 同

高橋とおる後援会 高橋　徹 田丸　正文 旭川市永山４条１４丁目３番５号 上川支所

原田一男後援会 山田　敏和 小野　剛 空知郡中富良野町字中富良野東４線北９号 同

福居秀雄後援会 福居　秀雄 黒川　吾基 旭川市８条通１８丁目左１０号 同

安井士八後援会 加茂　博昭 松田　豊 空知郡中富良野町東５線北１５号 同

本多ゆきえ後援会 高橋　憲一 内田　昌治 枝幸郡中頓別町字中頓別１４６番地 宗谷支所

三好雅後援会礼文支部後援会 柳谷　正武 岩川　浩志

礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５１８

番地

同

いしだ通行後援会 石田　通行 石田　通行 紋別郡遠軽町２条通北７丁目１の２３ オホーツク支所

栗田政男後援会 栗田　政男 栗田　政男 網走市山里７６番地 同

しんたに正樹後援会 新谷　正樹 山本　雅光 同　　南１１条西３丁目コーポ平成１０３ 同

林直樹後援会 樫原　功 三品　進 斜里郡小清水町字小清水１３２番地の６ 同

水上みかと共に歩む会 水上　美華 花井　琢生 北見市高栄東町４－８－１４－１０５ 同

みずかみ美華と豊かな北見を創る会 花井　琢生 山本　朋子 同 同

安田一彦後援会 赤沼　悟 安田　和人 常呂郡佐呂間町字若里１６－１ 同

鈴木やすひろ後援会 若月　玲児 西尾　武子 川上郡弟子屈町摩周２丁目１－１０ 釧路支所

林ひろし後援会 藤本　昭義 常陸　登寿男 同　　標茶町字オソツベツ４６８－６ 同

ながほら均後援会 河村　重敏 早坂　宏史 根室市幌茂尻３７番地 根室支所


